
令和 8 年 1 月 16 日 賃金資料該当月 令和 7 年 12 月

名

正規職員数 名

臨時等職員数 名

所管課
チェック

令和 年 月 日

労働保険料納入証明書　納
付書の控え

業務マニュアル
個人情報取扱事項

業務マニュアル
金銭管理手順書

再委託に関する承認申請書

利用者アンケート

労働者名簿
賃金台帳、出勤簿

就業規則
労働条件通知書

労働条件通知書

三六協定届
賃金台帳

定期健康診断結果報告書等

改善が必要となった詳細な理由

改善への取組結果

点検日 確認日において資料の不足・法の解釈誤り等により不備があった場合、年度末までの改善取組を記載します。

労働契約・賃金

雇い入れ時及び年1回、定期健康診断を行っていますか。

時間外・休日労働に関する協定（三六協定）を締結し、届け出
ていますか。また、三六協定で定めた上限時間数を超えて時間
外勤務を行っている人はいませんか。

すべての労働について最低賃金以上の賃金額としていますか。

時間外労働、休日労働、深夜労働がある場合、割増賃金は適正
に支払われていますか。

法定帳簿（労働者名簿・賃金台帳・出勤簿）を整備するととも
に、労働時間を把握し、記録していますか。

市民サービス

就業規則

所在地 新潟市中央区二葉町2-5932-7

モニタリング実施日

賃金確認対象者数

労働条件

指定管理業務（再委託除く）の従事者と就業規則に基づき労働
契約を締結していますか。

休日、年次有給休暇を正社員のほか、パートタイマーにも適正
に与えていますか。

労働条件（契約の期間・始業就業時刻・給料の額等）は、労働
関係法令（労働基準法等）に照らして適正であり、従事者に明
示していますか。

就業規則
労働条件通知書
労働契約書

労働条件通知書
休暇管理簿

視点 確認資料（一例）

10

5

5

再委託業務

職員教育

社会保険

安全衛生

確認項目

利用者等の意見の把握（利用者アンケートなど）に取り組んで
いますか。

再委託先がさらに業務を委託（再々委託）することがないよ
う、実施状況を確認していますか。また、再委託が労働集約的
業務の場合、従事者配置計画や賃金の把握をしていますか。

金銭の取扱いには適切な管理体制や仕組みがありますか。

業務マニュアルの整備や守秘義務の徹底を行っていますか。

社会保険（健保・介護・厚生年金）、労働保険（労災・雇用）
の加入は、各法令に照らして適正に取り扱っていますか。

指定管理者労働実態チェックリスト

指定管理者名 環境をサポートする株式会社きらめき

施設名 新潟市芸術創造村・国際青少年センター

施設所管課 中央公民館

問題なし

改善が必要

問題なし

改善が必要

問題なし

改善が必要

問題なし

改善が必要

問題なし

改善が必要

問題なし

改善が必要

問題なし

改善が必要

問題なし

改善が必要

問題なし

改善が必要

問題なし

改善が必要

問題なし

改善が必要

問題なし

改善が必要

問題なし

改善が必要



 

賃金上昇の促進対応における賃金上昇計画書 

 
令和 7 年 9 月 22 日 

 
           指定管理者名：環境をサポートする株式会社きらめき 

   所在地：新潟市中央区東堀前通６番町１０６１番地       
  代表者名：代表取締役 山田 茂孝                 

 
指定管理業務に従事する職員に対する賃金上昇について、以下のとおり計画します。 
 

施設名 新潟市芸術創造村・国際青少年センター 

賃金上昇の方法及

び金額 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

合計額 661,175 円 

※裏面の注意事項を確認の上、記載してください。 

様式１ 

➀⽉給改定 改定時期R7.7（R7.6給与分）〜
職員 改訂前 改訂後 月数 改訂前（10か月） 改訂後（10カ月） 増額分
A 221,000 230,000 9 1,989,000 2,070,000 81,000
B 206,000 228,000 9 1,854,000 2,052,000 198,000
C 240,500 250,000 9 2,164,500 2,250,000 85,500
D 180,000 188,000 9 1,620,000 1,692,000 72,000
E 180,000 188,000 9 1,620,000 1,692,000 72,000
F 329,500 333,000 9 2,965,500 2,997,000 31,500
合計 540,000

➁時給改定 改定時期R7.7（R7.6給与分）〜
職員 改訂前 改訂後 時間数 改訂前（5か月） 改訂後（5カ月） 増額分
G 1,670 1,724 300 501,000 517,200 16,200
H 985 1,050 388 381,688 406,875 25,188
I 985 1,050 480 472,800 504,000 31,200
J 985 1,050 388 381,688 406,875 25,188
K 985 1,050 360 354,600 378,000 23,400
合計 121,175

➀＋➁合計 661,175



（注意点） 
 
・本計画書は、協定書単位で提出してください。協定書に複数の施設が含まれる場合は 

施設名欄に「○○（代表施設）等」と記載してください。 
・本計画書に記載されている合計額と、市が提示する上限額を比較し、いずれか少ない方

の金額を追加指定管理料として支払います。 
・賃金上昇の取組みを行わない場合は、提出は不要です。 
 
＜対象となる職員＞ 
・追加指定管理料算出における賃金上昇計画の対象となる職員は、指定管理者から直接雇

用され、直接指定管理業務に従事する職員となります。再委託先の人件費や、人材派遣

による職員、施設の管理運営に関与しない職員は除きます。 
・自主事業に係る人件費については、自主事業の性質を鑑み、自主事業のみ担当する職員

の人件費は除外してください。 
 
＜対象となる賃金＞ 
・追加指定管理料算出における人件費上昇計画の対象となる賃金は、労働基準法第 11 条に

規定される賃金のうち、賃金水準の変動による影響を受けるもので、対象となる職員に

ついて、令和６年度に賃金上昇の取組みを行う金額となります。通勤手当、健康診断費

など、賃金水準の変動による影響を受けないものや、令和５年度以前及び令和７年度以

降に賃金上昇の取組みを行う場合は対象外です。 
・追加で支出する指定管理料をどのように従業員の賃金に還元していくか、月例給、時

給、一時金等の金額及び実施人数、実施時期など、具体的に記載をお願いします。 
・「賃金上昇の方法及び金額」欄の合計と、「合計額」欄の金額に齟齬がないようお願いし

ます。 
・従業員の個人名については、記載は求めません。 
・記載欄が不足する場合は、別紙による対応も可能とします。 
・追加で指定管理料を支払う場合、後日、実績報告書により活用状況を確認します。追加

支出した指定管理料を活用していない場合は、返納の可能性がありますのでご注意くだ

さい。 
 
 


